
令和５年度青森市生産者６次産業化支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域の食品加工業者と流通販売業者とが互いの強みを生かした農商工連携に

よる６次産業化に向けた初期段階の取組を推進するため、６次産業化を実施する農林水産業者等

に対して補助金を交付し、もって本市農林水産業の振興に資することを目的とする。 

 

 （補助事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、農山漁村女性起業課題

解決・活躍促進事業（起業活動に必要となる機械施設整備、新商品開発等の取組をいう。）とす

る。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、令和５年度青森県農山

漁村女性起業課題解決・活躍促進事業費補助金交付要綱（令和５年５月１日施行。以下「県女性

起業課題解決・活躍促進要綱」という。）に基づき、補助金の交付の決定を受けた者とする。 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定める補助事業の区分に応じ、同表に定める経

費（ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「補助対象経費」という。）とし、補助

金の額は、当該年度の予算の範囲内で同表に定める額とする。 

 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書

類を添えて市長に申請しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 県女性起業課題解決・活躍促進要綱による令和５年度青森県農山漁村女性起業課題解決 

   ・活躍促進事業費補助金交付決定通知書の写し 

（４） 市税の納税証明書又は市税の納付状況の確認に係る同意書 

（５） その他市長が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付の条件） 

第６条 青森市補助金等の交付に関する規則（平成１７年青森市規則第６２号。以下「規則」とい

う。）第５条の規定により付する補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合において、速や 

   かにその旨を市長に報告してその指示を受けること。 

（２） 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、次に掲げる書類を整備し 

   第９条第２項に規定する期間保管すること。 

 ア 財産管理台帳（様式第４号） 

 イ その他関係書類 

（３） 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、第９条第２項に規定する   



   期間内に、市長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、  

   貸し付け、又は担保に供しないこと。 

（４） 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書 

   類、帳簿等を備え付け、これらを令和６年４月１日から１０年間保管しておくこと。 

（５） 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理 

   するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。 

（６） 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したこと 

   により収入のあった場合には、市長が定めるところにより、その収入の全部又は一部を市 

   に納付すること。  

（７） 県女性起業課題解決・活躍促進要綱、規則及びこの要綱の規定、補助金の交付決定の内

容並びにこれに付した条件その他法令に基づく市長の命令を遵守すること。 

 

（交付等申請） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、申請書に記載された事

業を変更し、又は廃止しようとするときは、事業変更（廃止）申請書（様式第５号）を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和６年３月３１日までに、事業実績報告書

（様式第６号）、事業費精算書（様式第７号）及び事業実績効果報告書（様式第８号）に、補助

対象経費に係る支出を証する書類の写しを添付して、市長に提出しなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第９条 規則第１８条の規定により処分の制限を受ける財産は、１件の取得価格又は効用の増加額

が５０万円以上の機械及び器具とする。 

２ 規則第１８条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年 

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過するまでの期間とす 

 る。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、規則の定めるところによる。 

 

附 則 

（実施期日）  

１ この要綱は、令和５年５月２２日から実施する。 

 （要綱の改正の検討） 

２ この要綱の実施の日以後において、県女性起業課題解決・活躍促進要綱の改正があったときは、

その内容を踏まえ、この要綱の見直しを行い、必要な改正を加えるものとする。 



別表（第４条関係） 

 

補助事業 補助対象経費 補助金の額 

 

農山漁村女性起業課

題解決・活躍促進事業 

 

県女性起業課題解決・活躍促進要綱

に基づき、県が補助金の交付の対象

となる経費と認めた経費 

 

左の経費の４分の１に相当する

額又は２５０千円のいずれか低

い額以内の額 

 

 


